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平成23年第３回太子町議会定例会（第432回町議会）会議録（第３日） 

平成23年６月８日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程 

１ 議案第28号 平成23年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第１号） 

２ 議案第29号 平成23年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算（第１号） 

３ 議案第30号 工事請負契約の締結について 

        （石海小学校耐震補強外改修工事⑥－３東棟） 

４ 議案第31号 工事請負契約の締結について 

        （太田小学校校舎中央棟耐震補強外改修工事） 

５ 議案第32号 職員の互助共済制度に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

６ 議案第33号 太子町税条例の一部を改正する条例の制定について 

                本日の会議に付した事件 
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   （開議 午前９時59分） ○議長（佐野芳彦） 皆さんおはようござい
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ます。 

 平成23年第３回太子町議会定例会第３日目

におそろいでご出席いただきありがとうござ

います。 

 ただいまの出席議員は16名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成23年第

３回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第２８号 平成２３年度 

       兵庫県太子町一般会計補正予 

       算（第１号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第１、議案第28号

平成23年度兵庫県太子町一般会計補正予算

（第１号）を議題とします。 

 本案については、６月３日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 おはようございます。 

 一般会計の補正予算について、何点かお聞

きします。 

 歳出のほうで10ページ、消防費の関係で災

害対策費が上がっております。説明にもあっ

たんですけれども、東日本大震災の復興支援

で既に宮城とか岩手のほうにいろんな人を派

遣したり、また物資を運んだりされておると

いうことは聞いてますが、今後の支援活動も

含めて予算を上げているということですけど

も、これから先の予定とか、もし決まってま

したらそれを教えていただきたいと思いま

す。 

 それと、需用費のほうで消耗品の追加が出

ておりますが、これについてどういう内容の

ものかについても説明をお願いします。 

 続きまして、12ページの教育費の小学校

費、オートクレーブの説明はありました。滅

菌器具で10年経過して故障も多いということ

で。これはどこの小学校の分かについての説

明と、それとその下の中学校費でも同じよう

にオートクレーブ、小学校と同じであるとい

うことが説明ありましたが、同じような時期

に購入したものなのか。それと、どちらの中

学校のものか。 

 あともう一点が最後、その下の教育費の保

健体育費で給食センターの関係で、修繕料が

追加ということで270万円ほど出てます。こ

れ、説明書のほうにはスチームオーブンの入

れかえということで上がってるんですね。入

れかえと言えば新品に入れかえという意味で

私はとっているんですけども、そこに修繕料

追加と上がっていますので、そこの詳しい説

明をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） まず、１点目の震

災関係でございますが、今後の予定に入るま

でにいろんなところで町長なり副町長が派遣

の関係を述べておりますが、改めてそれも含

めましてご答弁申し上げます。 

 まず、平成22年度中、３月までには給水派

遣ということで４人、３日間を派遣しており

ます。 

 それから、年度が変わりまして23年度に入

りまして、水道では岩手県大船渡市４人８日

間、一般事務では気仙沼、南三陸等へ派遣を

いたしております。それから、保健師も仙台

へ派遣しております。合計で申しますと、平

成23年度４月以降ですが、延べ100人、46日

間にわたって派遣をいたしております。 

 それから、今後の予定でございますが、県

の第16次派遣要請に基づきまして、時期は７

月１日から７月８日までの予定でございま

す。７月１日から７月８日までの予定で、宮

城県気仙沼市へ２名、一般事務の支援で派遣

しようというところでございます。 

 これも現地の情勢がもう刻々と変わります

ので、いつ何どき派遣しなくてもいいように

なるかもわかりませんが、それも含めて今次

補正で数字を上げさせていただいておりま
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す。 

 それから、６月９日から15日まで給水支

援、陸前高田市派遣予定でしたが、日水協の

ほうから兵庫県は撤退して、現地の宮城県チ

ームに給水のほうはバトンタッチをしたとい

うことでございます。派遣予定でありました

けども、現地のほうにバトンタッチをしたと

いうことであります。 

 それから、消耗品について申し上げます。 

 消耗品でございますが、236万1,000円計上

いたしております。内訳としましては、実績

として102万800円、既に使っております。そ

れから、見込みとして134万円上げておりま

す。これ、使っておりますのに補正とは何事

やと思われるかもわかりませんが、これは予

備費のほうから102万799円、先に現金を調達

しております。それで、予備費にまた戻すと

いう数字でございます。追加の分で134万円

出ております。中身としましては、現地での

消耗品の購入、それから物資整理用の消耗

品、水を入れる袋ですね、そういったもの。

それとか、アルファ米、お粥、毛布、マス

ク、こういったもの、既に町の保管しており

ます中から持っていきましたもので、それを

今度町の保管のほうに戻すという意味の消耗

品でございます。合計で236万1,000円となっ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） オートクレーブの

件、お答えいたします。 

 まず、小学校につきましては、太田小学校

のオートクレーブでございます。購入時期は

平成13年４月でございますから、使用期間約

10年でございます。 

 中学校は、西中学校のオートクレーブでご

ざいます。購入時期は平成３年４月というこ

とでございますので、20年間の使用でござい

ます。 

 あと給食センターのスチームコンベクショ

ンオーブンの関係でございますが、修繕料と

なってございますが、新しいものに入れかえ

るということでございます。そこで、修繕料

という節を使わせていただきましたのは、旧

機械を撤去する、新規を受け入れて据えつけ

する、配管もする、養生もする、安全対策、

現場管理等々がございますので、修繕料とい

う節を使わせていただきました。新品でござ

います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 それでは一点だけ、スチー

ムオーブンの本体の値段は幾らなんでしょう

か。それについてだけお答えください。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 税抜きで228万

円、カート１台つきで購入でございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 清原良典議員。 

○清原良典議員 １点、土木費、10ページ。 

 前回の３月議会でたしか土地を知らん間に

使っておったという件ですけども、それ以

後、その賃貸料についてはその時点でお話は

済んだと思うんですけども、きょうまでの流

れを説明いただきたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） ３月議会にお

きまして、補償の賠償金のほうを議決をいた

だきまして、お支払いをさせていただきまし

た。 

 以降、その時点において、もともとの境界

でいきますと非常に間口が狭いということ

で、もう少し間口をとりたいということで地

権者のほうにお願いをしております。その時

点では、寄附をするというようなお話をして

いただいておりましたので、このたびそれの

整理の手続をしたいということで、今回補正

をお願いしております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 井川芳昭議員。 
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○井川芳昭議員 10ページの扶助費のこども

医療費の扶助費追加のところで、これはせん

だっても一般質問でも言われてましたが、非

常にこれお子さんをお持ちのご父兄の方、悲

願だということで、やっとなっていただいた

ということで、皆さんうれしく思っておると

いう感想も聞きました。 

 また、その中で非常にいいことなんです

が、近隣でも、これも一般質問でも言われて

ましたが、相生、たつのさんでは無料化とい

うことで施策が進んでいる。どうぞこの機を

ステップに今後のまた無料化への対応という

んですか、進みぐあい、どうされていくのか

ということのお尋ねと、もう一点、12ページ

の消防費の借料のところ、自動車借料、17万

8,000円、これはどういった車を借料してい

くのかということと、それと中学校費の修繕

料の、少し話もあったかと思うんですが、中

学校の防球ネットですか、これに関しても結

構230万円というような大きな額だと思うん

で、これをどういうふうな補修っていうこと

で、どの箇所数というんですかね、ことをさ

れていくのか、これだけお尋ねいたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） こども医療費

助成事業の今後のあり方についてということ

でご質問でございます。 

 これは、福祉医療事業としまして、県と同

一の事業でございまして、県の実施期間とし

ましては本年10月から26年までの時限的な制

度と今現在されております。 

 やはり県との共同事業でもありますので、

県との動向を見据えながら、今後も、26年度

時点で検討していきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 17万8,000円の借

料についてお答えを申し上げます。 

 斑鳩町を経由して大槌町へ物資を搬送する

ためレンタカーを借りた分が２万7,825円、

それから関西広域連合の関係で現地の車両レ

ンタル代として7,500円の20日、15万円を上

げております。合計で17万8,000円となる予

定でございます。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 防球ネットについ

てお答えいたします。 

 まず、提案説明でもあったと思いますが、

現在の北側から10メートルほどネットがない

状態でございますので、ネットの部分を増や

すということで、１つ柱を建てて現在のもの

とつないでネットを延長する、それが１点で

ございます。 

 あと、現在の外側のフェンスと、それから

今現在建っているネットの間にすき間がござ

います。そして、現在の防球ネットは下から

２メートルのところで終わってるんです。す

ると、サッカーボールなんかがうまく入りま

すと、こう下を飛び抜けて、フェンスも飛び

抜けて出るということが起きますので、ネッ

トを下へ1.5メートル下げるという作業を現

行のものもあわせて下げていくということ

で、そういうことをするという２点の作業を

するということでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 先ほどの福祉部長の答弁

は、ちょっと少しニュアンスが違ったかと思

うんで、再度お尋ねをいたします。 

 この今回の扶助費の追加、これはもう大変

いいことだということで、無料化に向けて、

今後中学校３年生まで無料化というのが、相

生またたつので施行されていく中で太子町も

いずれこういったことをしていくんだろうな

ということ、またしていくに当たって予算も

要ることですから、今後そういったことで一

般会計から幾らか繰り入れるとか、いろんな

ことが考えられると思うんですね。今後、こ

の医療費補助のことじゃなしに、無料化に向

けて一つ一つ積み重ねていかなあかんことが

あると思うんですが、今後その展開について

ご答弁願えますか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 先ほども申し
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上げたんですけども、県のほうはいわゆる法

人県民税の超過課税をもって平成26年度時限

的にこの事業を推進しているということで、

特定の財源を充当しているというような、余

裕というんですかそういったこともございま

す。私どものほうにおきましても、やはりこ

れも県との同一事業でございますので、廃

止、継続等を再検討するに当たりましては、

平成26年度時点でまた再考していきたいとい

うふうに考えざるを得ないと思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 清原良典議員。 

○清原良典議員 先ほどの老原の土地の寄附

の件ですけども、今から当然分筆せなならん

のんですけども、分筆するということは当然

これは司法書士さんの作業になると思うんで

すけども、こういう場合、弁護士さんという

たら町と契約をされとる弁護士さんがおって

やろうと思うんですけども、こういうときの

司法書士さんというたらどういう決め方をさ

れるんですか。町内にはたくさんおってんで

ね。その考え方をお聞かせ願いたいと思いま

す。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 公共的な部分

で司法書士さんをお願いするという場合にお

きましては、特には地域性とかそういった部

分でお選びをしていると。 

 価格等につきましては、公嘱協の中でもう

金額も決まっておりますので変動というのは

そうないということで、地域性というのを特

に重視しながらお願いをしていくということ

にしております。 

 このたびにつきましては、たまたま土地の

所有者がそういった関係のお仕事をされてお

りますので、そういったことでそちらのほう

でお願いできないかということで選定をさせ

ていただきました。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 補足だけさせていた

だきますと、一つは先ほど司法書士っておっ

しゃいましたけど、土地家屋調査士が分筆と

いうんか、表示登記は土地家屋調査士で、権

利の登記は司法書士ということになります。 

 したがいまして、司法書士、土地家屋調査

士を持っておられる方が一つの選択の基準に

なろうかと思いますが、ただその所有者のご

意向といいますか、取引されてるとかいろん

なケースが考えられますので、地域性等でお

願いするのはそういうことがない場合は私ど

ものほうでいろんなことを考えた中で指名と

いいますか、お願いいたすということになり

ますが、所有者の方が、いやこのいわゆる先

生と取引しているというようなことをお聞き

したら、そこにお願いするほうが無難であろ

うという考えでやっております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 非常に勉強不足で申しわけ

ない。できましたら、この分について、もう

少し詳しく説明していただけませんでしょう

か。 

 この道路橋りょう総務費のこの追加で登記

をせざるを得ない、この理由をちょっと私わ

からないんで、できましたらこの分について

いきさつを説明いただきますとありがたいん

ですけど。お願いします。 

○議長（佐野芳彦） ちょっと暫時休憩しま

す。 

（休憩 午前10時19分） 

（再開 午前10時21分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 先ほどの質問につきまして

は、私の勘違いがございました。取り消させ

ていただきます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 それでは、２点お聞きしま
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す。 

 先ほど８ページの総務管理費のところで職

員手当の説明が部長よりありましたが、東日

本大震災が３月11日にあり、そして即派遣さ

れて一時帰ってこられて、また職員を派遣と

いうことでありましたが、今の説明によりま

すと100人で46日間ということでありました

が、この派遣の状況ですが、４名派遣という

ことが４日間とかというふうに出ております

が、これはどこから指令というんでしょう

か、役割というんでしょうか、何人派遣して

ください、広域連合からあるのか、それとも

県のほうから指示があって担当はどこへ行っ

てくれとか、そういうふうに言われるのか、

その職員の派遣の指令というんでしょうか、

総括をしておられるところはどこなのか。 

 そして、前の町長の話で、気仙沼だったか

な、水道がなかなか完備されなくて、そして

なかなか手がつけられない状態であったかの

ように報告があったのを聞いておりますが、

それについてお伺いしたいのと、それから心

のケアのために保健師さんを派遣されたよう

にも聞いております。 

 そういうことで、どういうときにどういう

派遣をするのかということをちょっとお聞き

したいのと、それから12ページの東北地方太

平洋沖地震災害見舞金について、岩手、福

島、宮城で100万円の３ということで副町長

より説明がありましたが、これについての基

本というんでしょうか、町によって違うの

か、市によって違うのか、これはどういうふ

うに金額を決めておられるのか、それ２点お

聞きしたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） まず、派遣の基準

でございますが、関西広域連合兵庫県チーム

の中から太子町はどこどこ市、何々町へ何の

事務で派遣要請が参ります。ですから、私ど

もはそれに基づいて、２名なら２名対応、４

名なら４名対応という形に派遣します。 

 ですから、もっとわかりやすいく言います

と３本立てですね。給水支援は日本水道協会

の要請、それが１本目。それから、２本目は

関西広域連合の兵庫県チームの要請。それか

ら、先ほど出ました保健師の関係ですね。こ

れは仙台市へ１名派遣しておりますが、これ

は厚生労働省の派遣、厚生労働省から兵庫県

庁を通じてくる派遣要請、これは１名と。 

 ですから、派遣要請先から人数と派遣場所

が決められて、それに基づいて本町として行

動したということでございますね。 

 それから、300万円の基準でございます

が、300万円につきましては県下の大体市町

のラインといいますか、基本といいますか、

余りいい言葉ではないんですが、横並びとい

いますか、そういったことがございます。 

 例えば、具体的に申しますと、多可町が

300万円、同じように岩手、宮城、福島100万

円、稲美町が300万円、同じですね。播磨町

が300万円、福崎町が200万円、といったよう

なことでございますんで、ここで太子町が

600万円出すわけにもいきませんし、逆に

50万円というわけにもいきませんし、まあま

あ我々で言うおつき合い程度の金額設定とし

た内容でございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 再度伺います。 

 職員手当を今後続けられるんですが、今３

本立てということであって、要請については

ね。関西広域連合と県のチームと、それから

どっか言われましたけど、その場合、一緒に

派遣されて太子町は４人行かれる場合だった

ら姫路に固まって行くとか、そういう車でと

いうんでしょうか、バスでというんでしょう

か、そういう西播なら西播固まって行くので

しょうか。それとも、町単独で行くのでしょ

うか。そこ伺いたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） この要請、先ほど総務

部長が申し上げたとおりでございますが、そ

の要請も一斉にどんと、この西播管内すべて

に行きます。行きますけれども、それぞれの

市町によって派遣ができるかどうか、そうし
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たところ、各市町の判断のもとで行きますの

で、先ほどおっしゃってますように、どっか

に全部がまとまってというあれはございませ

んが、しかし近隣でそうして行かれるとこが

あれば、お互いが連絡をとり合って一緒に行

動をする場合もございます。 

 特に保健師の場合、女性の方でございます

ので、福崎ですか、そこの職員も派遣がされ

ましたんで、そこの職員と一緒に行動をとも

にしたと。 

 だから、すべてが一緒に行けるかというと

そうでもございません。特に給水等々は、当

初は赤穂、相生、たつの、太子と行きました

んですが、しかしそれからはもうほぼ単独と

いいますか、太子町は太子町という行動をと

らせていただいております。 

 私自身、冒頭にも申し上げております太子

町の現状を十分把握しながらご支援ができる

ところはさせていただきたいと、このように

思っております。職員につきましても、無理

のいかないように、そして強制するんじゃな

くして、職員のほうから、職員に希望をとっ

て、そこに当てはまるような派遣の形態を現

在とらせていただいております。今後はそう

したところ、だんだんと縮小するべきところ

はしていきたいなという思いもいたしており

ます。 

 しかし、長期化のご支援はこれはやむを得

ないと、このように考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 質問をお願いします。 

 今先ほど町長のほうから職員の派遣のこと

について詳しくご説明いただいたんですが、

実は民間っていうか、町民の方でボランティ

アに行かれてる方も数名いらっしゃるという

ふうに聞いておるんですが、例えば４月、５

月の段階で石海の方１名と斑鳩の方が１名、

神戸とか明石のほうの方々と一緒にボランテ

ィアに行かれて、その記録も私見せていただ

いたんですが、そういった民間の方の手、ボ

ランティアですから厚意でされてることなん

ですけども、何か太子町として片道の旅費っ

ていうか、そういう言い方がいいかどうかわ

かりませんけども、何か支援等は考えてはい

らっしゃらないんでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 町長。 

○町長（首藤正弘） その件につきまして、

やはり私はボランティアっていうと支援する

ものじゃございません。あくまでも気持ちを

運んでいただくというのがもう前提でござい

ます。 

 しかしながら、その反面、そうして一つの

地域で立ち上げていかれてるバスの支援

等々、社会福祉協議会とか、そういうボラン

ティア協会さんとか、そうした大きな組織が

そうしたバスを借り上げたりはいたしており

ますが、そこに私ども行政からそれをそうい

うことで支援をするというのは、私は逆効果

であろうと、このように考えますので、これ

からもそうした温かい気持ちはいろんな分野

で運んでいただきたいと、このように思いま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 ボランティアの精神のほ

う、十分私ども承知しております。 

 そういった方々のお声を聞いてると、太子

の社会福祉協議会のほうから何か現地では今

行かれてる方、正直お年寄りが行かれたんで

すけども、どうしても若い世代の方じゃない

と片づけのお世話ができないんだっていう、

若い世代を何とかっていう声が非常に多いっ

ていうことを聞きましたもんですから、そう

いったものを何とか社協を通じてでも募集を

するような動きはできないもんでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 首藤議員、よく御

存じなんですが、ボランティア、ＮＰＯ、い

ろんな団体ありますが、これ自己完結型なん

ですね。ですから、自己完結型のそういう団

体に対して行政が偏ってお金の面だけじゃな
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しに何かを支援するっていうのは、これはち

ょっと違うんじゃないかなと思います。 

 役所も自己完結型なんです。我々が仙台行

く、南三陸行く、全部自分の食料を持ってい

く。ですから、一切現地で出された食料には

手をつけない、行政も自己完結型です。です

から、もう御承知のようにボランティアもＮ

ＰＯもいろんな団体ありますが、自己完結型

でお願いしたいというのが役場の基本姿勢で

ございます。 

○議長（佐野芳彦） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 わかりました。 

 一点だけご紹介すると、宝塚のほうの方も

そのボランティアの方々が中心になってユン

ボを買われて送られたっていうふうなお話も

聞いております。そういったことも宝塚の市

長さんのほうもそれと協力して何とかやって

いきましょうということをお話しされており

ましたんで、本当に未曾有の大震災でござい

ますので、何とか民間とも協力をして進めて

いっていただければと思います。よろしくお

願いします。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 先ほど橋本議員と総務部長

の答弁の中で見舞金の話で300万円、100万

円、100万円ずつ３カ所、福島、宮城ともう

一県ありましたが、その表現の中でどういっ

たことで配っていくのかということの中で、

言葉の揚げ足をとるわけじゃないんですが、

その見舞金という話の中でおつき合い程度と

いう表現があったんですね。これはやっぱり

そういった意味で被災者に対してちょっと失

礼な表現ではなかろうかと思うんで、ちょっ

とこれは訂正されたほうがいいのではないか

なというふうに私は思うんで、いかがでしょ

うか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） おつき合いという

表現が適切でなかったのであれば、この場で

訂正をしたいと思います。 

 改めて申し上げますと、「兵庫県の他の町

が300万円、200万円という程度で行っており

ますので、太子町もそれに倣って300万円と

いうことにさせていただきました」に訂正を

いたします。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 何点か質問させていただき

ます。 

 まず、こども医療費の扶助費追加の件です

が、一般質問等でもありましたその件だろう

と思うんですけれども、県の補助金では

213万8,000円が上がってます。これは、当然

小６までの分だろうと思います。その残りの

1,107万1,000円のうちから県の補助金を引い

た額が町の扶助になるんですが、その内訳、

恐らくこの前の一般質問の答弁から言います

と、中３までの分が入ってるんだろうと思い

ます。ですから、1,107万1,000円のその内

訳、６年生までの分と中３までの分の金額が

知りたいということと、この前の一般質問等

でいろいろあったわけですが、もうちょっと

その制度の中身を細かく知りたいんで、その

辺もう一遍説明をお願いします。 

 それから、あと先ほど別の東北地方の太平

洋沖地震災害見舞金についてですけれども、

これについて岩手、宮城、福島各100万円ず

つということで、これはいいことですけど

も、ただそのルートですね。普通であれば、

義援金という形で日赤を通じて行くんですけ

れども、このルート。例えば直接県に行くの

か、あるいはそういう県に窓口が多分あるん

でしょうけれども、そのルート。それと、町

から直接行くのか、あるいは一たん県でまと

めて宮城県なら宮城県に行くのかという、要

はお金の流れですね。それをちょっと説明を

お願いしたいということと、それからもう一

つは太子西中の防球ネットの件ですけれど

も、１点は先ほどの説明から現状から10メー

トル北へ校舎側へネットを張り出すと、同じ
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高さでということと、それともう一点、テニ

スコートの入り口のほうですけれども、その

２メートルというのは下から２メートルだっ

たのは、要はネットの下辺から２メートルあ

って、さらに追加するという意味なんか、そ

の辺のちょっと仕組みがわからないんと、今

の防球ネット対策ですけども、これ陸上部の

関係があって民家に円盤が飛んで行ったりと

か、非常に迷惑をこうむっているということ

をお聞きして適度な対策がとられると思うん

ですけれども、現状のネットの中で穴が開い

ている箇所が何カ所かあるんですけれども、

そっから飛び出る危険性はどう認識されてい

るのかという、補充の面ですね。 

 それと、その防球ネットについて、工期。

今定例会で議決がかなった後は、どういう手

順で大体何月ごろ工事完成する予定なのかと

いうのをちょっとお聞きしたいんですが。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） こども医療費

助成事業の扶助費についてお答え申し上げま

す。 

 これにつきましては、22年４月１日より入

院医療費につきましては今現在無料化とされ

ておるところでございます。 

 今回こども医療費の通院費医療費でござい

ます。それにつきましては、兵庫県が対象と

しております小学校４年生から６年生までと

兵庫県ではなっておりますが、私どもで拡充

をしまして、中学３年生までの子供を対象に

10月１日から実施するものでございます。 

 内容につきましては、兵庫県では自己負担

額の３分の１の助成でございますが、当町で

は自己負担額のその残りの３分の２の額が１

日800円を超えないように限度額を定めまし

て、医療機関ごとに月の初診日から３日ま

で、１日目、２日目までは800円と、３日目

以降につきましては一部負担金を無料にする

こととしております。これは、乳幼児医療費

の助成事業と考え方は同一とさせていただい

ております。 

 それから、扶助費の額の関係でございます

けども、これは一応小学校１年生から３年

生、22年度の乳幼児医療の実績を昨年の10月

から２月までの、今回10月実施しましたら受

診分が10月から２月の受診分になりますの

で、それを参考にしまして、それの倍額の額

を計上させていただいております。 

 当然年齢が上がってきますので、丈夫にな

りますので罹患率が下がると思いますけど

も、受診１回の単価が同じぐらいになるであ

ろうということで、同額で予算を設定してお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 300万円のお金の

流れでございますが、私どもからまず兵庫県

町村会に300万円を送金します。兵庫県町村

会が東北３県に送金するといった流れでござ

います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） ２メートルと申し

上げた意味でございますけれども、今現在の

張っているネットの高さが地面から２メート

ルのところで終わってるんですね、現在地面

から。ですから、そこを1.5メートル下げ

て、ボールがバウンドして外へ飛び出ないよ

うにしたいということが申し上げたところで

ございます。 

 それともう一点、穴が開いてる状況、それ

については私現場は行ったんですけども、穴

が開いてるどうこうはちょっと私わかりませ

んので、穴が開いておればやっぱり補修しな

ければなりませんので、現場確認の上、させ

ていただきたいと思います。 

 あと、今回ご議決をいただきますのが最終

日でございますので、最終日予算がついて、

それから現在考えられるのは設計をして、入

札をしていたらそれは時間かかりますので、

施工業者がもうやったのはわかっております

ので、その業者に同じことを、北側へ柱１本

立ててネットを引っ張っていくだけの工事で
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ございますので、できれば前回施工した業者

に引き続き随意でやっていただきたいと考え

ております。それが一番早い方法だと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに。 

 教育次長、工期はどういう関係になるのか

と、最終。 

 引き続いて。 

○教育次長（神南隆司） 引き続いて答弁さ

せていただきます。 

 工期については、今のところ全くわかりま

せんが、先ほども申しましたように、予算成

立後速やかにやりたいというしか今答弁ござ

いませんので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。 

 前の２点はわかりましたけど、もう一度西

中のネットの件で、ネットの南側、すなわち

テニスコートのところに入り口があります

ね。その部分のネットのことだと思うんで

す。それを行って、ふだんは生徒の通り口に

なったり、父兄の車が入ったりするような場

所なんですけれども、その部分の下が今は何

もないという状態で、そこのネットを下げる

ということですね。 

 ということは、上の高さはそのまま変わら

ないということですか。隣の大きなネットの

高さ、結構あります。そっからその部分だけ

下がった状態になるということですね、現状

のままでは。そのままで要は下に1.5メート

ル下げると、そういう工事をするというふう

に理解したんですが。 

 ということは、上から超えるという可能性

は余り想定してないということですか。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 今回の工事は北側

ですが、議員ご指摘の部分は一番南端の部分

だと思うんですが、あそこは特殊で、ちょう

どやぐら型になってるんですね。そして、そ

れは議員おっしゃるように通行用にというこ

とでございますので、そこは上げるというこ

とは今のとこは考えてございません。それ以

降、この北の高さに、面に合わせて北側まで

もっていきたいと考えております。 

 南側の部分、やぐら型になった部分とこに

ついては、議員おっしゃったように下げるだ

けでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 質問いたします。 

 先ほどこの医療費の扶助費追加ということ

で、これ申しわけないですけども、これにつ

いての資料がまたいただけるのであればと思

うんですが、どうでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 暫時休憩します。 

（休憩 午前10時46分） 

（再開 午前10時47分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 制度の詳細に

つきましては、今医療保健課と詰めておりま

す。また、担当課のほうへ来ていただきまし

たら、詳細についてご説明させていただきた

いというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 首藤議員はもう３回終わってますので。 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第２９号 平成２３年度 

       兵庫県太子町水道事業会計補 

       正予算（第１号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第２、議案第29号
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平成23年度兵庫県太子町水道事業会計補正予

算（第１号）を議題とします。 

 本案については、６月３日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 中井政喜議員。 

○中井政喜議員 それでは、１点だけお尋ね

しますけれども、給水タンクを買われるとい

うことで説明を受けているわけですけれど

も、このタンクのどういった形のものかとい

うことをもう少し詳しく説明をいただきたい

ということと、あわせまして多分通常は余り

使われないんじゃないかなと思うんで、これ

はどういう保管方法を、買った後、どういう

ふうなところで保管をされるのかというこ

と、この２点をお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） タンクの概要

でございますけども、ここに書いてあります

とおり1,500リットル、1.5トンでございま

す。従来のものは蛇口だけついておりました

が、このたびにつきましては加圧式というこ

とでモーターをつけたものでございます。 

 保管につきましては、吉福の水源地におい

て保管をさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 中井政喜議員。 

○中井政喜議員 モーターをつけた給水タン

クということですけれども、例えばモーター

でもってその給水に対する送水というんでし

ょうかね、するわけだと思うんですけれど

も、例えばこのモーターによって、高さ等に

はどのぐらいまで加圧して上げられるんかと

いうことも参考までに聞いておきたいんです

けども、その辺はわかればお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 加圧式により

まして高架タンクまで注水するということ

で、現在３階以上につきましては、おおむね

高架タンクが設置をされておりまして、そち

らのほうに注水するということで、現在の考

えております能力では、太子町内では３階程

度でございますのを想定しておりますが、そ

れの約倍程度までは加圧可能というように聞

いております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 町長の説明にもあっ

たと思うんですけど、今まで阪神・淡路大震

災のときに行きましたときには、１トンのタ

ンクの蛇口を開いて、小さなポリ容器なんか

にする感じで済んでたんですが、このたびの

東日本大震災では、そこのある集落のところ

に行って、集落のところにバルーンが、いわ

ゆる大きな風船みたいなタンクがありまし

て、そこにやはり入れていくというような状

況もございますので、今回そういうようなモ

ーターつきの1.5トンのを購入したいという

ことで、このことについては町長のほうから

は説明させていただいたところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 今この給水タンクの件なん

ですが、とりあえず190万円という額で随契

という形でなろうかと思うんですが、今のと

ころ買うところは決定してるんかどうかわか

りませんが、これどういったところで買われ

て、どういった入札という形になっていくん

でしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 今回補正予算

をお願いしておりまして、それが可決いただ

いた後に発注にかけていくというように考え

ております。 

 特にはタンク、特殊なものでございますの

で、専門業者によります見積もりによりまし

て、随意契約ということで考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第３０号 工事請負契約 

       の締結について（石海小学校 

       耐震補強外改修工事⑥－３東 

       棟） 

○議長（佐野芳彦） 日程第３、議案第30号

工事請負契約の締結について（石海小学校耐

震補強外改修工事⑥－３東棟）を議題としま

す。 

 本案については、６月３日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 議案第30号の工事請負契約

の締結についてお尋ねいたします。 

 これまで提案説明の中でいろいろ詳細等も

聞いてきたんですけれども、斑鳩と龍田のこ

ういう耐震工事をされるときには、トイレの

改修とか太陽光発電の工事も説明を受けてた

んですけれども、今回はなかったように思う

んですね。 

 この石海小学校は、今回の教室棟にはトイ

レもありますし、やっぱり古いと思うんです

ね。そのこともあるのに、どうしてこのトイ

レの改修と太陽光発電がここには上がってな

いのかなというのが１つと、それと工事期間

中、多分この議決が終わってからまたそうい

ういろんな手続を踏まれて、工期の完成予定

は書いてあるんですけれども、やはり夏休み

に集中でされると思いますけども、生徒・児

童が登校されてる中、いろいろとされると思

うんですけども、これについて安全面とか学

習の環境面とか、特に今年の夏も暑いようで

すので、養生とか足場を組んで養生されてた

らかなり暑くもなると思うんですね。この暑

さ対策についても、どのような対応を考えら

れているのかということが２点でございま

す。 

 この工事請負契約の名称として、最後のほ

うに６の３っていうのがあるんですけど、こ

れの意味がちょっと私わからなくって、今ま

での継続の工事でもないし、今回石海小学校

は耐震工事初めてですから、この６の３って

あえてつけてる意味についてもお願いいたし

ます。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） お答えします。 

 まず１点目、今回太陽光発電の工事は入っ

てございませんが、それ以外、ちょうど中央

部分にトイレがございます。トイレは全面改

修をいたします。そして、障害者トイレ等も

きちっと整備いたします。 

 あと２点目、夏休みに集中すると、まさに

議員おっしゃるとおり、騒音等が出る工事に

ついては夏休みに集中的にやりたいと考えて

おります。 

 あと暑さ対策でございますけれども、１学

期の終わりごろからはもうかなり暑くなると

思いますが、特段対策を講じるというもので

はなくて、足場等が立てば通風が若干悪くな

りますけれども、それはもうご理解をいただ

きたいと思います。 

 次に３番目、⑥－３というネーミングでご

ざいますけれども、これ大変事務的で恐縮で

すけれども、学校の施設台帳の中でこの部分

が⑥－３という箇所になっとんですね。です

から、それはわかりやすいようにちょっと異

例ではございますけれども、⑥－３という名

前をつけさせていただいたのは、この東館の

部分が学校の管理台帳上、⑥－３にあるとい

うことで特段意味はございませんので、ご理

解をいただきたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 トイレの件は今説明があり

ましたので、今回改修もしていただけるとい

うことでわかりました。 

 太陽光発電工事は、今後この中には含まれ

てませんけども、どういう方向性があるの

か。やっぱり耐震工事のときにするのが一番

効率的にはいいと思うんですけども、石海小
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学校についてはもう太陽光発電は乗せないの

か、乗せるのか、その考え方と、それと暑さ

対策ですけども、私も一般質問等でも言わせ

てもらったんですけども、扇風機とかをつけ

て各教室に要るのではないかということで、

去年もかなり暑かった中提案もさせてもらっ

たんですけども、今回も今のところまだ涼し

いですけど、やっぱり例年、昨年並みに暑い

っていうようなこともありますから、そうい

う暑くて我慢ができないということがあれ

ば、ぜひ扇風機とかの対策もしてほしいと思

うんですけども、そういうことについては何

も考えられておりませんか、再度です。 

○議長（佐野芳彦） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 暑さ対策の件です

が、扇風機というようなことで今質問を受け

たわけですが、通常南風が入ってきますの

で、その教室のところは扇風機はなくっても

何とか学習ができる環境でございますが、ど

うしても風通しが悪い教室もございます。そ

の辺のところは既に学校のほうで扇風機を用

意して、学習環境に適するように準備してい

るところでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 続きまして、太陽

光発電の関係ですけれども、今年度考える、

今年度と申しましても、石海小学校の関係を

考えるときに太陽光も教育委員会としては一

応考えたわけなんですけれども、龍田と斑鳩

につきましては、本来の２分の１の文部科学

省の交付金以外にさらに地域活性化の臨時交

付金がつきました。ということで、本当に総

費用のうちの５％程度で２つの学校について

はできたわけなんです。 

 ところが、現在今回着手しました石海につ

いてはそれがございませんので、財政負担が

やはり大きいということで、今回東棟は見送

らせていただきました。 

 将来構想で私が述べるのも何かと思うんで

すが、財政的な面が制約があるんですけれど

も、今後引き続いて石海小学校、ちょうど北

館、南館で補ってる部分がございますので、

そのときには北のほうに電源のキューティク

ルがありますから、その際には何とかできな

いかなという希望を持っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 確認をさせていただきま

す。 

 今各耐震に関して学校によっていろいろ入

札をされた業者が違うんですけども、基本的

にこの各校舎での当然建築内容が学校に、校

舎によって違うかもわからないんですけど

も、それによって同一工法がとられておるん

かどうか、そういう形で。それで、それによ

るこの費用の削減、こういうことが検討され

た上で入札がされておるんかどうか、その点

をお聞きしたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 入札方法等につき

ましては、後ほど別の者が説明をさせていた

だきますけれども、工法につきましては、ご

らんになった地図を見ていただいたらわかり

ますように、北側にブレースを入れるという

耐震補強と、それから一部壁も厚くするとい

う工法をとっているわけでございますが、そ

れは一般的なんです。ですから、龍田と石

海、太田は同じ方法でやりますが、斑鳩だけ

違う工法をとらせていただいてる、それは御

存じのとおりと、見た感じ南側を見ていただ

きますと、壁より別に飛び出した形で鉄骨で

つけたものを取りつける外づけ工法を斑鳩だ

けとらせていただきました。それは、北側に

する場所がなかったからやむを得ず違う工法

を選択しましたけれども、北側につけるとい

うのが一番安価で、しかも今井村議員から指

摘ありましたように、南側からの風、光、そ

れを遮らないという点からいえば、北側が一

番安価で最もベターであるということで、そ

ういう工法をとらせていただいております。 

 斑鳩の南館だけ別の工法をとりました。 
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 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 暫時休憩します。 

（休憩 午前11時03分） 

（再開 午前11時03分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 先ほどもせんだっての龍田

小学校の耐震工事の件でお話もありました

が、このときも億単位の話やったと思うんで

すが、今回もこれ１億4,000万円という形で

工事が発注されたりするわけですが、いつも

のことなんやけど、学校の工事になると最後

にすぐ追加工事がという話になって、龍田小

学校のときも学校やのに後からカーテンをつ

けなあかんとか、何かそんなことで300万円

ぐらいの追加工事が発注されたように記憶し

ております。 

 だから、こういうことが今後ないように、

常にこれ私言うとんですけども、１億

5,000万円近い額ですから、やっぱりもっと

精査してもらいたいと思うんです。これにし

てもいろんな補助金、交付金なりを使ってや

るわけですから、もちろんこれ税金なわけで

すから、こういった時代に無駄な金は使わな

いということで、業者にも入札業者があるよ

うですから、きつくこの辺は言っていただい

て遅滞のないように、また後からこれをつけ

なあかんかったとかということのないように

だけしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 要望。要望でよろしい

ね。答弁よろしいか。答弁よろしいか。す

る、してもらう。 

 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 議員おっしゃるよ

うに、無駄になるようなものはするべきでは

ないということは同感でございますけれど

も、工事を施工中にやはり追加でしなければ

ならないものは確かに出てまいります。そう

いった場合は、毎月大きな打合会、そして毎

週現場へ担当職員が出まして打ち合わせをし

ております。これはどうしてもやらなければ

ならないだとか、当初予定していたのとは違

う形になってるなということが出てくると思

います。地下を掘ったりすると、やっぱり自

然相手にしてますので、そういった場合には

出るということは御了承いただきたいんです

けれども、まず無駄な工事にならないように

努力するということは第一義的に考えており

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 最低制限価格で19社、今回

の落札業者が悪いと言うつもりは全くござい

ませんが、仕事をもらえるには本当にくじ運

の強い方が仕事を受けておられます。今回で

言いますと19分の１、本当に運の強い業者さ

んであると思います。 

 ちょっと初歩的なというか、基本的なこと

をまず聞いて、確認をさせていただきます

が、私も予定価格とか最低制限価格とか、そ

ういったものは調べておるんですが、当局は

現在予定価格をどういうふうに定義づけをし

てされていますか。 

 それから、最低制限価格、これをどのよう

に定義づけをされて、事務執行をされていま

すか。 

 太子町の最低制限価格は近隣と比べて高い

か、低いか、どう考えておられますか。 

 まず、この点をお尋ねいたします。 

○議長（佐野芳彦） 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） お答えいたしま

す。 

 予定価格につきましては、当然その工事の

契約の基準となるべき単価でございます。そ

れにつきましては、その工事の実例価格な

り、需給の状況、また履行の難易度、数量の

高、また履行期間等の長短等を含めまして、

総合的に判断して設定しているものでござい

ます。 

 最低制限価格につきましては、ダンピング
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等、いわゆる不当な価格でもって落札するこ

とを防止するためにそういう形で設定してい

るものでございます。 

 最低制限価格のあり方というか、設定の方

法につきましては、各団体まちまちでござい

ます。我々が若干高いと言われるようなこと

もございますけれども、兵庫県よりは低いと

いうふうになっております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 今定義づけというより、そ

れぞれの説明というような感じに私には受け

取れました。 

 それで、今うちの町が高いのではないかと

いう、そういうことをおっしゃったんです

が、それはちょっと違うと思うんですね。太

子町では、これは公表していないんですが、

姫路市さんとかたつの市さんとか公表してい

ます。これはネットで見れるんですが、参考

のために申しますと、最低制限価格、設計価

格の太子町では直接工事費掛ける0.95、共通

仮設費が掛ける0.5、現場管理費が掛ける

0.4、一般管理費が掛ける0.2というのが太子

町であります。 

 姫路市さんでは、直接工事費、これは掛け

る0.95、共通仮設費が掛ける0.90、現場管理

費が掛ける0.70、一般管理費が掛ける0.30で

す。たつの市さんは、直接工事費は掛ける

0.95、共通仮設費は掛ける0.9、ネットには

0.9と書いてあります、まあ0.90のことであ

ると思いますが、それから現場管理費が掛け

る0.7、一般管理費が掛ける0.3というふうに

なっています。 

 これを太子町と比べてみますと、共通仮設

費においては姫路市さんやたつの市さんと

0.4分違います。それから、現場管理費は姫

路市さん、たつの市さんと比べて0.3違いま

す。一般管理費については、姫路市さん、た

つの市さんと0.1違います。 

 なぜこういうことをお聞きしているのかと

言いますと、私も実際にこういう土木の仕事

をやったり、建設の仕事をやっている者では

全くありませんので、どこまでが本当に採算

がとれ、なおかつ仕事をいいといいますか、

安心してもらえる仕事にできるのかというこ

とは、私は正確なところは実際にその仕事を

したことがないのでわかりません。 

 しかし、心配するところは、近隣と比べて

太子町は低いわけですね。そうすると、太子

町の側にすると、現場の管理監督、これを十

分にやっていかなければならないということ

になると思います。それで、現場の管理監督

をする人の人数が太子町の場合に十分足りて

いるのかというと、十分に足りているのかな

というのは感じるわけであります。 

 ですので、何を申したいかと言いますと、

この最低制限価格についてもう一度ご検討い

ただけたらありがたいと。私は別に業者の肩

を持って言ってるのでは全然ありません。も

ちろん安く、このたびで言いますとくじで

19社がその価格を札を書かれて、そして運の

強かった業者さんがこの仕事を受けられてる

んですけれども、もちろんそれぞれの業者さ

ん、一生懸命やろうという気持ちで仕事はし

ていただけるものと信じますけれども、しか

しこの最低制限価格、近隣と比べて現状では

低い現状があります。そういう思いを持って

おりますので、それを結果はどうなるにして

もご検討いただけたらと思います。 

 それから、最低制限価格の算定方法です

ね、掛ける0.95とか掛ける0.5とか。これは

太子町においては公表されておりません。担

当課のところに行って聞くということで現状

はやっているわけですけれども、姫路市さん

とかたつの市さんは公表されています。だれ

でも見れる状態にされております。 

 ですので、太子町も公平といいますか、明

らかにして進められたらよいと思いますけれ

ども、この辺はいかがですか。 

○議長（佐野芳彦） 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） 最低制限価格につ

きましては、慎重に設定すべきものだと考え

ております。 

 我々どもの最低制限価格が若干低いという
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ふうにご指摘でございますけれども、これは

設計部門と十分協議しまして決定したもので

ございます。原材料の価格、コストとか、そ

ういうもの十分反映しながら設定しておりま

す。 

 また、設計施工の関係につきましては、十

分現場で施工管理がされていると思いますの

で、安いから例えば悪い工事がされるという

ようなことはないものとしております。 

 それと、最低制限価格の算式の公表ですけ

れども、これにつきましては窓口のほうへ来

ていただきましたら、この算式についてはす

べて公開してお渡ししております。今後ホー

ムページ等に掲載せえやということでした

ら、それについても別にやぶさかではござい

ませんので、公表していきたいというふうに

思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに。 

 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 安いからものが悪くなると

か、検査が不十分なとかはないと、それはも

ちろんこういう場ではそのように答えられる

と思うんですね。もちろんそのようであって

ほしいんですけど、実際問題として同じもの

を値段が安かったりとか、あるいは検査する

人が少なかったら、実際はその仕事をする人

たちがもちろん一生懸命やっていただかなき

ゃいけませんけど、大変であるということも

事実だと思うんですね。 

 それで、検査をする人間が十分に今すると

言われましたけど、検査する側も大変になる

と思います、町の側もね。ですので、申し上

げました。 

 参考までに、この工事でありますと、工事

には太子町の職員は何人の方が検査管理され

るんですか。 

○議長（佐野芳彦） 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） もちろん設計監

理、これ委託しておりますので、委託の設計

業者と職員が管理される、人数的には私は把

握しておりません。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで本日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第３１号 工事請負契約 

       の締結について（太田小学校 

       校舎中央棟耐震補強外改修工 

       事） 

○議長（佐野芳彦） 日程第４、議案第31号

工事請負契約の締結について（太田小学校校

舎中央棟耐震補強外改修工事）を議題としま

す。 

 本案については、６月３日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 これについても、先ほどと

同じような質問になるかと思うんですが、今

回この太田小学校の耐震補強工事について

は、従前から言うてましたトイレが臭いとい

うことですね。保護者の方々もこれについて

は大変喜んでおられるようです。私も本当に

安堵しておりますが、これについても今後耐

震工事ですから遅滞のない工事と、また先ほ

ど言いました、何か先に考えられへんかった

かのような後からの追加工事、こういったこ

とがないように、また夏もかんでくることで

すから、そういった先ほど議員も言われてた

暑さ対策っていう意味合いも含めて、遅滞の

ない執行、また工事をしていただきたいと思

っておりますが、これについて答弁だけいた

だけますか。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 議員おっしゃるよ

うに、今回やる中央棟以外の東館のほうのト

イレもあわせてやりますので、かなりそうい

った保護者のご心配も改善されると思いま

す。 
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 あと追加工事等の関係につきましては、先

ほど申しましたように、必要最低限度のもの

で対応いたします。 

 あと工期につきましては、騒音工事等は夏

休みの間に集中的にやって、きちっと工事が

完了するように私どもも精いっぱい努力させ

ていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 太田小学校については、非

常にマンモス校であり、生徒数もかなり多う

ございますんで、また騒音のことも含めて十

分に留意して、また安全等を確保しながらや

っていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 答弁よろしいね。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 中井政喜議員。 

○中井政喜議員 耐震工事は、石海も太田も

同じなんですけれども、今東日本の復旧とい

うことで資材がいろいろなところで不足して

いるというようなことも聞いておるんですけ

れども、工期的に私も大丈夫だと思いますけ

れども、この工期で大丈夫なのかなというこ

とをちょっとひとつ心配をしております。 

 それともう一つ、私も専門家じゃないんで

よくわからんですけれども、参考までに教え

ていただきたいんですけども、こういった大

きな高さのある建物で耐震工事ということ

で、私も会社でいろんなところで建物の工事

を見てきたんですけれども、こういったもん

にはある種シートファイルとかといって地下

に打ち込んで、そういった補強をするという

ようなことも見てきたんですけれども、この

工事ではそういったことはあるのかないなの

かと、素人考えですけれども、ちょっと参考

までに聞きたいんですけども。よろしくお願

いします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 入札というんです

か、応札のときにそういった現状もわかった

形でされておりますので、まず資材等の関係

は大丈夫だと考えております。 

 ２点目、地下に打ち込んでということでご

ざいますけども、私が町の担当者から聞いて

いる範囲内では、地下にそういった補強をす

るということは聞いておりません。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 済いません、１点だけ。 

 先ほども太陽光発電の工事のことを聞いた

んですけども、今回の太田小学校の中にも太

陽光発電の工事、入ってないようです。 

 先ほどと考え方が同じだと思うんですけれ

ども、これからの考え方と方向性をお願いし

ます。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 太田小学校につき

ましては、北館が残ってございます。北館が

できれば来年度やりたいと考えております。

北館のちょうど後ろ側に電源ボックス、キュ

ーティクルございますので、教育委員会とし

ての希望とすれば北館の際にやりたいなと思

っております。 

 また、間に合わなくっても単独で太陽光だ

けをするという補助メニューもございますの

で、できれば一緒にやりたいと思うんです

が、別々になる場合もありますが、将来的に

は必要なものだと考えております。よろしく

お願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 先ほど私がお尋ねしたこと

と関係するのですが、設計業者に委託してい

るのでということで、それで何人の対象職員

がそれを管理監督しているのか、ちょっと今

はわからないということだったんですが、参

考までにこの２つの契約について、最終日で

結構ですので、何人の方が町の職員はこれの
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管理監督に当たられるのかをお答えいただき

たいと思います。 

 それで、設計業者に委託しているから任せ

てしまうというのではなくて、その内容につ

いても太子町のほうで目を凝らしていただい

てやっていただくというのが行政のとるべき

立場であると思います。 

 私議員にならせていただいたときに、最初

町が出されるもの、何々の報告書といいます

か、まとめたものを見たときに、いやこれす

ごいな、町職員がされてるんかなと思って町

の職員を褒めたことがあるんですけど、いや

これ外部に委託してるんですって言われたこ

とがございました。 

 最近では、町職員が外部に出さずに計画を

いろいろと考えられたこともございますが、

外部に出してそれでよしとするという姿勢で

なくて、外部に出したものについても町の職

員が十分に目を凝らしていただく姿勢でお仕

事をしていただきたいというお願いをしてお

きます。 

 これ、答えいいですから、最初に人数の

件、お願いした件を最終日にお願いいたしま

す。 

○議長（佐野芳彦） 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） 管理等に担当する

職員、また委託業者については最終日に報告

させていただきます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ちょっとお聞きします。 

 石海小学校と太田小学校、今回耐震補強さ

れるわけですけども、これのＩｓ値は補強に

よって幾ら以上になるんですか。それだけお

尋ねします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） まず、太田小学校

のほうを申し上げます。 

 現行が0.49、補強後が0.80でございます。 

 石海小学校を申し上げます。 

 現行が0.47、補強後が0.81でございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 中井政喜議員。 

○中井政喜議員 ちょっと聞いておけばよか

ったんですけど、この工事の期間中にその工

事のチェックは、どのような業者の工事をさ

れてるとかというようなチェックはどのよう

にされているんかというのをちょっと聞いて

おきたいんですけど、当局としては。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 答弁申し上げま

す。 

 町の営繕担当の職員か教育委員会の施設整

備担当職員、小学校の校長、教頭を含め、設

計をした設計士、請負業者が集まって総合定

例会議というのを毎月開催してまいります。 

 さらに、原則として毎週町の営繕担当職員

と請負業者が打合会を毎週開催するというこ

とになってございます。そういった場合に、

施工上支障があればそれぞれ対応をしていく

ということでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第３２号 職員の互助共 

       済制度に関する条例の一部を 

       改正する条例の制定について 

○議長（佐野芳彦） 日程第５、議案第32号

職員の互助共済制度に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題とします。 

 本案については、６月３日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 質疑なしと認めます。 
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 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第32号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり総務常任委

員会に付託することにしたいと思います。ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、議案第32号は総務常任委員会に

付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第３３号 太子町税条例 

       の一部を改正する条例の制定 

       について 

○議長（佐野芳彦） 日程第６、議案第33号

太子町税条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題とします。 

 本案については、６月３日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 議案第33号についてお聞き

いたします。 

 この間詳細説明の折に改正内容のところで

第23条が阪神・淡路大震災に関係したときに

つくられたものであって、次の２番目に当た

るのが24条に当たるわけですが、これは今度

初めて東北大震災で災害によるもので新しく

つくられた税改正であるというふうに聞いた

んですが、ちょっと１番について、23条につ

いてわかりづらいところがあるので、もう少

し説明を求めます。 

 そして、24条についても、詳細説明と参考

資料を見てもわかりづらいので、少し説明を

お願いしたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 雑損控除の特例で

ございますが、これは阪神・淡路大震災のと

きにつくられたときは３年間でございまし

た。それが、繰越期間は今回の改正でもって

５年間とするというのが詳細説明で申し上げ

ました拡充という意味でございます。 

 それから、住宅ローン減税の適用の特例で

ございますが、これについては阪神・淡路の

ときにはなくって、この東日本大震災のとき

に新設になった制度というふうにご理解をい

ただきたいと思います。 

 それから、23条、24条ですが、条文を追っ

かけてると多分頭がこんがらがると思いま

す。ですから、具体的に申し上げます。東日

本大震災の関係で家財等が損失になった場合

に、本来ならばこの時期ですと雑損控除も確

定申告、年末調整終わっておりますのでなら

ないんですが、それを23年度に雑損控除の対

象になるようにしましょうっていうのが23条

なんですね。ですから、そういうふうに理解

していただいたほうがわかりやすいかなと思

います。 

 それから、住宅借入金の関係でございます

が、これも津波によって家がもうなくなって

しまっているのにローンが残っていると、そ

うすると当然その対象になる家はないわけで

すから本来ですとならないんですが、それで

はもう余りにも気の毒だというふうな税法改

正の趣旨でございますんで、そういうふうに

理解していただいたほうがわかりやすいんだ

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 簡単に言っていただいてわ

かったような気がします。 

 それで、新規、２番目の分で、東日本大震

災があって、その住宅借入金の特別控除です

が、この場合、津波でローンが残ってて返せ

ない、例えばその今１番に関しては３年が５

年に延長されたということで拡充されたとい

う説明でありましたが、これについてはこの

参考資料にも余り詳しく書いてないんです

が、例えば３年とか５年とか期間があるわけ

なんでしょうか。それについて伺います。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 住宅借入金の特別

控除の関係でございますが、時期によって違
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います。具体的に申しますと、平成11年から

平成18年までの入居者につきましては、平成

22年度から平成28年度、それから平成21年か

ら平成25年までの入居者につきましては、平

成22年度から平成35年度の区切りとなってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第33号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり総務常任委

員会に付託することにしたいと思います。ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、議案第33号は総務常任委員会に

付託することに決定しました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 お諮りします。 

 ６月９日から６月16日まで委員会審査のた

め本会議を休会したいと思います。ご異議あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、６月９日から６月16日まで本会

議を休会とすることに決定いたしました。 

 次の本会議は６月17日午前10時から再開し

ます。 

 本日はこれで散会します。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午前11時33分） 

 

 


